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【参考資料１】



 

１ 趣旨 

  この基本方針は、「第７期越谷市障がい福祉計画」及び「第３期越谷市障がい児

福祉計画」の策定にあたり、基本的な考え方や進め方についての概要を示すもので

ある。 

 

２ 策定の根拠 

（１）障がい福祉計画 

障がい福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律、いわゆる障害者総合支援法第８８条第１項に基づき、国の基本指針に沿って、

障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項

を定めることとなっている。 

 

（２）障がい児福祉計画 

  障がい児福祉計画は、児童福祉法第３３条の２０第１項に基づき、国の基本指針

に沿って、障害児通所支援や障害児相談支援の提供体制の確保に関する事項を定め

ることとなっている。 

なお、障がい福祉計画と障がい児福祉計画は、その内容について、関係性が高い

ことから、障害者総合支援法第８８条第６項及び児童福祉法第３３条の２０第６項

の規定により、一体的に策定できるものとされている。 

 

３ 計画の位置づけ 

  「越谷市障がい者計画」は、障害者基本法に基づくもので、障がい者のための施

策に関する基本的な事項を定めた中長期計画となっている。 

  これに対し、「越谷市障がい福祉計画」及び「越谷市障がい児福祉計画」は、そ

れぞれ障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等及び児童福祉法に基づく障

害児通所支援等の提供体制を確保するための実施計画として策定する。 

  「第７期越谷市障がい福祉計画」及び「第３期越谷市障がい児福祉計画」は、ラ

イフステージの全ての段階でその人らしい自立した生き方の実現を目指し、より効

率的かつ効果的な障がい者及び障がい児支援体制の確立のため、法律の規定に基づ

き、一体のものとして策定する。 

また、「第５次越谷市障がい者計画」をはじめ、関連分野の各計画との連携・調

整を図ったものとする。 
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４ 計画期間 

  本計画の計画期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

H30 H31(R1) R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

総合振興計画

地域福祉計画

障がい者計画

障がい福祉計画
障がい児福祉計画

第４次計画基本構想 第５次計画基本構想（R12年度まで）

第４次計画後期基本計画 第５次計画前期基本計画 後期基本計画（R12まで）

第２次計画（改定版） 第３次計画 第４次計画

第４次計画 第５次計画 第６次計画

第５期（第１期）計画 第６期（第２期）計画
第７期（第３期）計画

（本計画）
第８期（第４期）

計画
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５ 策定体制 

 ※別紙１参照 

（１）策定委員会 

    障害福祉課長を委員長、子ども福祉課長を副委員長とし、関係各課の課長の職

等にある者で構成する策定委員会を設置する。策定委員会は、計画策定に必要な

事項を協議し、計画案を作成する。 

 

（２）越谷市社会福祉審議会（障害者福祉専門分科会・児童福祉専門分科会） 

   本市では、社会福祉法第７条第１項の規定に基づき、越谷市社会福祉審議会条

例を定め、平成２７年４月に社会福祉審議会障害者福祉専門分科会（以下「障害

者福祉専門分科会」という。）及び社会福祉審議会児童福祉専門分科会（以下「児

童福祉専門分科会」という。）を設置している。障害者福祉専門分科会は、身体

障がい者の福祉に関する事項その他障がい者の福祉に関する事項を、児童福祉専

門分科会は、子ども・子育て支援事業計画に関する事項その他児童の福祉に関す

る事項をそれぞれ調査審議する機関とされており、計画の策定に当たっては、社

会福祉審議会へ諮問し、両分科会の合同開催により、意見を聴くものとする。 

   なお、障害者総合支援法第８８条第１０項及び児童福祉法第３３条の２０第１

０項の規定により、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定にあたっては、

障害者基本法第３６条第４項の合議制の機関（本市においては、越谷市社会福祉

審議会）に意見を聴くこととなっている。 

 

≪調査審議事項≫

◎法定必置

◎法定必置

◎法定必置

●任意設置

●任意設置

◆身体障害の程度に関する事項
◆医師の指定・指定取消しに関する事項

児 童 福 祉 専 門 分 科 会
◆子ども子育て支援事業計画に関する事項
◆その他の児童の福祉に関する事項

地 域 福 祉 専 門 分 科 会 ◆地域福祉活動の推進・支援等に関する事項

≪専門分科会等≫

（
仮
称

）
越
谷
市
社
会
福
祉
審
議
会

民生委員審査専門分科会 ◆民生委員の推薦・解職等、適否に関する事項

障害者福祉専門分科会 ◆障害者の福祉に関する事項

審 査 部 会
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（３）越谷市障害者地域自立支援協議会 

   本市では、平成２２年３月に越谷市障害者地域自立支援協議会を設置している。 

本協議会は、相談支援事業関係者、障害福祉サービス事業関係者、障害者相談員、

関係行政・教育機関の代表者、保健医療関係者、学識経験者により構成されてお

り、計画の策定に当たっては、本協議会の意見を聴くものとする。 

 なお、障害者総合支援法第８８条第９項及び児童福祉法第３３条の２０第９項

の規定により、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定にあたっては、障害

者総合支援法第８９条の３第１項の協議会に意見を聴くよう努めることとなっ

ている。 

 

（４）意見公募手続（パブリックコメント） 

   市内の地区センター等に設置する意見募集箱や事務局担当課の窓口等をとお

して、計画案に対する市民の意見を募集する。 

   なお、実施にあたっては、越谷市の広報紙やホームページを活用し、広く市民

に周知する。 

 

（５）事務局 

   事務局は、福祉部障害福祉課及び子ども家庭部子ども福祉課に置き、計画策定

に関する庶務やコンサルタントとの連絡調整等を行う。 

 

６ 策定スケジュール 

 ※別紙２参照 
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別紙１ 

 

計画策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       障害福祉課 

       子ども福祉課 

       コンサルタント【助言指導】 

市  長 

【計画の策定】 

意 
見 

障害者地域自立支援協議会 

 

学識経験者 

相談支援事業関係者、 

障害者相談員 

保健医療福祉関係機関等 

越谷市社会福祉審議会 

障害者福祉専門分科会 

児童福祉専門分科会 
 

学識経験者 

社会福祉事業従事者 

公募市民 

事務局 

政策会議 

策定委員会 

 

【必要事項の協議及び計画案の作成】 

委 員 長：障害福祉課長 

副委員長：子ども福祉課長 

委  員：関係課長職等 

提  示 報  告 

・意見公募手続（パブリックコメント） 

・アンケート調査（令和元年度実施） 

・障害福祉サービスの提供状況 

・現行計画の進捗状況 

等 

現状把握等 

（庁内体制） 

提 

示 

意 

見 

提 

示 
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別紙２

障がい福祉関連計画策定スケジュール

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

計
画
策
定
委
員
会

事
務
局

自
立
支
援
協
議
会

　
③
第
１
回
分
科
会

（
合
同

）

社
会
福
祉
審
議
会

①
全
体
会

　
⑥
第
２
回
分
科
会

（
合
同

）

②
　
第
１
回
策
定
委
員
会

⑤
　
第
２
回
策
定
委
員
会

⑦
　
第
３
回
策
定
委
員
会

　
⑧
第
３
回
分
科
会

（
合
同

）

④
第
２
回
全
体
会

検
討
事
項
等

令和５年度令和４年度

会議名の上の数字の順に開催する。

分科会合同開催に

関する検討
計画素案の検討

計画最終案の

検討

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

策定委員会設置

要領制定

政
策
会
議

政
策
会
議

計画策定業務委託

業者選定（指名競争入札）

計画素案の作成 計画素案の修正
計画最終案

の修正

政
策
会
議

諮問 答申

設置

素案の協議(1) 素案の協議(2) 最終案の協議

計
画
策
定

児
童
福
祉
専
門
分
科
会
（
単
独
）

障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
（
単
独
）
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第７期越谷市障がい福祉計画・第３期越谷市障がい児福祉計画策定基本方針参照条文 

 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）（抄） 

（市町村障害福祉計画） 

第八十八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他こ

の法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）

を定めるものとする。 

６ 市町村障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児

福祉計画と一体のものとして作成することができる。 

９ 市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会（以下この項及び第八十九条第七

項において「協議会」という。）を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変

更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければなら

ない。 

１０ 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福

祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かな

ければならない。 

 （協議会の設置） 

第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備

を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医

療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者（次項において「関係機関

等」という。）により構成される協議会を置くように努めなければならない。 

  

○児童福祉法（抄） 

第三十三条の二十 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提

供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下

「市町村障害児福祉計画」という。）を定めるものとする。 

６ 市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することが

できる。 

９ 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の

三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更し

ようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならな

い。 

１０ 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福

祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければ

ならない。 

参考 
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○障害者基本法（抄） 

（都道府県等における合議制の機関） 

第三十六条 （条文略） 

４ 市町村（指定都市を除く。）は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理す

るため、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。 

一 市町村障害者計画に関し、第十一条第六項（同条第九項において準用する場合を含

む。）に規定する事項を処理すること。 

二 当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な

事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 

三 当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の

連絡調整を要する事項を調査審議すること。 

 

○社会福祉法（抄） 

（地方社会福祉審議会） 

第七条 社会福祉に関する事項（児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。）を調

査審議するため、都道府県並びに地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十

二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二

十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）に社会福祉に関する審議会その他の合議

制の機関（以下「地方社会福祉審議会」という。）を置くものとする。 

２ 地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し、

その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。 

 

参考 
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